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す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処

理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
円
滑
化
法
」
と
い

う
。
）
の
趣
旨
に
の
つ
と
り
、
不
動
産
登
記
事
務
の
み
な
ら
ず
商
業
・
法
人
登
記
事
務
そ
の
他
の
登
記
事
務
を

も
対
象
と
す
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。 

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
に
つ
い
て
は
、
円
滑
化
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
法
務
大
臣
の
諮
問
を
受
け
て
、
本
年
十
月
五
日
民
事
行
政
審
議
会
の
答
申
（
以
下
「
答
申
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
答
申
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
そ
の
制
度
の
内
容
及
び
実
施
計
画
等
に
つ
い
て
検
討
し 



(3) 

登
記
所
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
通
信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置
を
登
記
所
以
外
の
事
務
所
に
設
置
し
、 

(2) 

登
記
事
項
証
明
書
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
を
導
入
し
た
場
合
、
登
記
情
報
の

公
開
手
段
と
し
て
発
行
す
る
証
明
文
書
で
、
現
行
の
登
記
簿
謄
抄
本
に
相
当
す
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
管

轄
登
記
所
以
外
の
登
記
所
に
お
い
て
も
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
設
け
、
諸
情
勢
を
考
慮
し

て
、
段
階
的
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
実
施
す
る
登
記
所
の
範
囲
の
拡
大
を
図
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
答
申
第
六

の
二
）
。 

(1) 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
登
記
を
行
う
制
度
へ
の
移
行
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
全
国
の
登
記
所
に

つ
い
て
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
市
部
に
所
在
す
る
繁
忙
登
記
所
か
ら
優
先
的
に

実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
答
申
第
五
の
一
）
。 

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
答
申
の
う
ち
、
御
質
問
に
関
連
す
る
部
分
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

こ
の
端
末
装
置
に
よ
り
登
記
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
は
、
現
段
階
で
直
ち
に
採
用
す
る
の

は
相
当
で
な
い
が
、
将
来
こ
れ
を
採
用
す
る
方
向
で
諸
条
件
の
整
備
を
図
る
ベ
き
で
あ
る
（
答
申
第
六
の

五
）
。 

六
に
つ
い
て 

登
記
所
の
整
理
・
統
合
は
、
行
政
機
構
の
簡
素
合
理
化
の
一
環
と
し
て
推
進
し
て
い
る
も
の
で
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
用
い
て
登
記
を
行
う
制
度
の
導
入
を
、
こ
れ
と
関
係
さ
せ
る
考
え
は
な
い
。 




